
第３次第３次刈谷市男女共同参画プラン刈谷市男女共同参画プラン

　「第３次刈谷市男女共同参画プラン」（以下「本プラン」という。）は、本市のこれまでの取組内容を検証した

うえで、本市における男女共同参画社会実現のための取組を総合的、計画的に推進するために策定します。

　本市では、令和元年 10 月に施行した「刈谷市男女共同参画推進条例」において、男女共同参画の理念や市民、

事業者、教育関係者、行政等の担うべき役割を定めました。

　本プランは、この条例に基づき、全ての市民の幸せに生きる権利が保障され、そして輝くことができる地域社

会を実現するために、行政はもとより、市民、事業者、教育関係者などが協力し合って男女共同参画のまちづく

りを推進していくものとし、目指すまちの姿及び基本理念を次のように定めます。

　令和２年11月に、本市では市制施行70周年記念

事業として「日本女性会議2020あいち刈谷」を開

催し、大会宣言として以下の３点を掲げました。

　本プランにおいてもこの視点を持って施策の推

進等を図ります。

第３次刈谷市男女共同参画プラン
計画期間：令和４年度から令和13年度まで

目 指 す ま ち の 姿目 指 す ま ち の 姿

基 本 理 念基 本 理 念

目 指 す ま ち の 姿

基 本 理 念

性別にかかわらず全ての人の人権が尊重され、誰もが輝くまち刈谷

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及

び女児の能力強化を行う

●　性別にかかわらず個人としての人権が尊重されること

●　社会における制度又は慣行により、活動の選択が制限されないよう配慮すること

●　性別にかかわらず全ての人が、意思決定の場に参画する機会が確保されること

●　家庭生活と仕事や地域活動等とを両立できるよう配慮されること

●　男女共同参画の推進に向けた取組が、国際的協調の下に行われること

「日本女性会議2020あいち刈谷」

大会宣言

１　私たちは、一人ひとりが「かけがえのない“わ

たし”を生きる」ことができる社会の実現に向

けて、「それぞれの立ち位置で今、できること」

を大切に、あらゆる課題に取り組みます。

１　私たちは、長い人生を視野に入れ、「生活と

仕事の調和」（ライフ・ワーク・バランス）が

実現できる社会を目指し、職場・行政・市民

が協働して取り組みます。

１　私たちは、ジェンダー平等と人の多様なあり

方、考え方が尊重される地域社会の実現に向

けて、世代を超えて人々がつながり、語り合う

ことができる環境をつくります。

1 21 2
　本プランは「誰一人取り残さない」持続可能で多

様性と包摂性のある社会の実現のための「ＳＤＧｓ」

の達成に向けて取り組む視点を盛り込みます。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

５ ジェンダー平等を実現しよう

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全

ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き

がいのある人間らしい雇用を促進する

８ 働きがいも経済成長も
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◀「第３次刈谷市男女共同参画プラン」の詳細はこちら

目 指 す ま ち の 姿 と 基 本 理 念

プ ラ ン の 取 組 内 容 と 指 標 一 覧

プ ラ ン の 推 進 に あ た り 重 視 す る 視 点

を検証した

概要版概要版概要版

※ＱＲコードは、デンソーウェーブの登録商標です。
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多様な情報媒体による啓発の充実

学習機会の提供

男女共同参画教育の充実

教育現場における男女共同参画を促進する環境づくり

高校生・大学生との協働による啓発の推進

職員研修の実施

「特定事業主行動計画」に基づく職場改革の推進

「特定事業主行動計画」に基づく女性活躍の推進

様々な人へ配慮した環境の整備

審議会、各種会議への女性委員の登用促進

女性人材の活用促進

女性の就業支援の推進

女性活躍の促進

男女共同参画に取り組む人材・団体の育成

誰もが活躍できる場の創出

地域組織における男女共同参画の推進

自主防災組織での女性の活躍

多様な働き方に関する支援

関係法令の周知、制度の普及促進

企業における女性活躍に向けた取組促進

家事等への参画に関する啓発

家事等に関する学習機会の提供

子育て家庭への支援の充実

保育サービス等の充実

放課後児童クラブの充実

家庭介護に対する支援の充実

妊産婦への支援の充実

ＤＶや虐待等あらゆる暴力の防止に向けた啓発

相談体制の充実

ＤＶ等の被害者支援に向けた連携の充実

心と体の健康に関する啓発等の実施

がん検診など、健康診査事業の充実

スポーツにおける男女共同参画の推進

ひとり親家庭等への就労支援・自立支援

外国人市民が相談しやすい環境づくり

障害のある人等が相談しやすい環境づくり

生活困窮者への自立支援

多様な性のあり方に対する理解促進

広報啓発回数

イベント・講座参加人数

小中学校への出前講座開催数 ◆

校長・教頭女性割合 ◆

イベント参加人数

研修参加人数

男性職員の産休５日以上の取得率 ◆

A　管理職女性割合（部長・監・課長）

B　管理職女性割合（課長補佐・係長）

カンガルールームの設置事業数 ◆

審議会女性割合 ◆

セミナー派遣人数（延べ） ◆

セミナー参加人数

認定事業所数 ◆

男女共同参画推進に関わる団体所属人数 ◆

イベント参画団体数

消防団女性人数 ◆

防災講座女性参加人数 ◆

研修参加人数

研修参加人数

男女共同参画への取組企業の入札参加率

講座参加人数

講座参加人数

ファミリー・サポート・センター登録人数

待機児童数

放課後児童クラブ定員

支援プログラム修了人数（延べ）

妊娠・子育て応援室来所人数 ◆

ＤＶの防止に向けた啓発回数

ＤＶ等に関する相談員数 ◆

実務者会議開催回数 ◆

啓発回数

がん検診受診率

総合型地域スポーツクラブ会員女性割合 ◆

相談員数 ◆

相談員数 ◆

相談員数 ◆

学習支援者数

講座参加人数（延べ） ◆

67回

1,835人

―

11.9％

―

133人

86.2％

9.4％

31.7％

123事業

30.5％

14人

20人

2事業所

15人

21団体

11人

13人

42人

18人

64.6% 

55人

593人

3,463人

11人

1,440人

158人

580人

8回

2人

12回

14回

25%

62.7 %

1人

3人

14人

22人

―

100回

2,100人

30回

35％

250人

150人

100％

11％以上

38％以上

130事業

45％

22人

50人

30事業所

24人

23団体

21人

36人

80人

50人

70% 

80人

600人

3,700人

0人

1,520人

260人

600人

9回

維持

18回

60回

40%

維持

維持

維持

維持

30人

100人

No. 取　組 指　標 実績（R2）
※一部R1

目標（R13）◆◆ …新規



施 策

施 策施 策

プ ラ ン の 体 系

性 別 にかかわらず全ての人の  人 権 が 尊 重さ れ 、 誰 もが 輝くまち刈 谷性 別 にかかわらず全ての人の  人 権 が 尊 重さ れ 、 誰 もが 輝くまち刈 谷性 別 にかかわらず全ての人の  人 権 が 尊 重さ れ 、 誰 もが 輝くまち刈 谷目指すまちの姿

　家庭や地域、市役所等において、固定的な性別役割

分担意識にとらわれることなく、誰もが自分らしく生きる

ことができるよう、男女共同参画の意識づくりを推進し

ます。

　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に代表される

ような固定的な性別役割分担意識は、本市において少し

ずつ解消されている状況がみられますが、一方で様々な

分野の平等感は高まっていません。

●「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え

に反対する市民の割合

基本

目標

男女共同参画の

意識づくり

（１）男女共同参画に関する啓発活動の推進

（２）子ども・若者の男女共同参画の意識づくり

（３）市職員の男女共同参画意識の向上

現状（Ｒ1） 目標（Ｒ13）

50% 60%

●業務において、男女共同参画の視点から気をつけて

いる市職員の割合

現状（Ｒ1） 目標（Ｒ13）

49.6% 90%

■「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方の

　経年比較（市民意識調査）

1

　あらゆる分野で多様な価値観と発想が取り入れられる

よう、政策や方針決定過程への女性の参画を拡大すると

ともに、事業所や各種団体などへ女性活躍に関する働き

かけを行い、多様な分野で女性がいきいきと活躍できる

環境づくりを進めます。

　本市の審議会等における委員の女性割合、市管理職

の女性割合については、いずれも少しずつ上昇傾向にあ

りますが、目標の達成には至っていません。

基本

目標

あらゆる分野における

女性の活躍促進

（１）政策・方針決定過程への女性の参画促進

（２）職場における男女共同参画の推進

（３）地域における男女共同参画の推進

●女性の管理職登用に前向きな事業所の割合

現状（Ｒ1） 目標（Ｒ13）

60.1% 70%

■各分野における女性割合（令和２年度）

2

　誰もが個人の能力や希望に沿った働き方ができるよ

う、雇用機会の均等や待遇の平等化、多様で柔軟な就

業形態に関する情報発信などを進めます。

　また、社会全体で子育てや介護を支える環境づくりや

男性の家庭への参画をより一層促進します。

　仕事の場での女性活躍を推進する機運が醸成されつつ

あるものの、実際の生活の中ではまだ固定的な性別役

割分担が根付いている状況がうかがえます。男性の家庭

生活等への参画が依然として十分とは言えません。

●「生活と仕事の調和」（ライフ・ワーク・バランス）

を支援する取組をしている事業所の割合

基本

目標

現状（Ｒ1） 目標（Ｒ13）

24.4% 35%

●平日の家事・育児・介護時間が「１時間

以上」の男性市民の割合

現状（Ｒ1）

18.6%

目標（Ｒ13）

25%

■育児休業の取得率（令和元年度：事業所等実態調査）

3

　誰もが自分や他者について理解を深め、尊重し合いな

がら暮らしていけるよう、健康で自立できる生活基盤づ

くりを推進するとともに、人権を尊重し、ＤＶをはじめと

するあらゆる暴力の根絶を目指します。

　また、生活する上で様々な困難を抱える市民への支援

を充実させ、刈谷市に暮らす誰もが安心して暮らせる生

活環境を整備します。

　ＤＶに関する相談件数は増加傾向にあります。また、

市民意識調査によれば被害経験者は女性の1割を越え、

そのうち相談につながっていない被害者が一定程度みら

れます。また、SDGs を達成する視点も持ち、性の多

様性の尊重や生活に困難を抱える市民に対する取組を推

進していく必要があります。

基本

目標

●ＤＶの相談窓口を知っている市民の割合

現状（Ｒ1） 目標（Ｒ13）

45.4% 55%

■ＤＶ被害・加害の経験（令和元年度：市民意識調査）

4

（１）ドメスティック・バイオレンス（DV）をはじめ

とするあらゆる暴力の防止

（２）生涯を通じた健康づくりへの支援

（３）様々な困難を抱える市民への支援の充実

（１）働き方改革の推進

（２）男性の家事・育児・介護への参画促進

（３）子育て・介護をする家庭への支援の充実
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生活と仕事のバランスが

とれたまちづくり

人権を尊重し、安心して

暮らせるまちづくり

30.45％

審議会等における

委員の女性割合

審議会等における

委員の女性割合

審議会等における

委員の女性割合

14.29％

市議会議員に

おける女性割合

市議会議員に

おける女性割合

市議会議員に

おける女性割合

9.4％

課長補佐・係長課長補佐・係長課長補佐・係長部長・監・課長部長・監・課長部長・監・課長

31.7％

刈谷市役所における管理職の女性割合刈谷市役所における管理職の女性割合刈谷市役所における管理職の女性割合

95.4 4.6

3.5 96.5

施 策

数 値 目 標

数 値 目 標

数 値 目 標数 値 目 標

刈 谷 市 の 現 状 と 課 題


